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１．我が国の鉱山の現状

奈良の大仏

○ 建設：７５２年

○ 高さ：１５ｍ、 幅：１２ｍ

○ 銅：４９９ ton

○ 錫：８．５ ton

○ 水銀：２．５ ton

○ 金：４４０ kg

※自由の女神

高さ46ｍ、重さ：225ton 
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（１） 鉱種別鉱山数、鉱山労働者数
平成１６年１２月末現在

鉱 種 稼行鉱山数 鉱山労働者数 休廃止鉱山数

金 属 ６８ ２，１２４ ３２２

非金属 １８８ １，８５０ １４８

石灰石 ２９２ ７，４８３ ５５

石油・天然ガス ７１ １，５５７ ４９

石炭・亜炭 １６ ９０２ ５１

合 計 ６３５ １４，２４２ ６２５

（注）１．稼行鉱山数及び鉱山労働者数の数値は、鉱山保安統計年報（平成１６年１月～１２月）による。

２．休廃止鉱山数は、休廃止鉱山のうち産業保安監督部が監督する必要があると認めた鉱山等の
数値
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（２） 経済産業省の組織図

経 済 産 業 省
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原子力安全・保安院

特許庁

中小企業庁

経済産業局
（８）

（地方支分部局） （外局）

製造産業局

（特別の機関）
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２． 鉱害防止対策の概要

◆発生源対策

・坑廃水の流出を削減するための工事

（坑口閉そく、山腹水路、覆土植栽等）

・たい積物の流出防止工事
（かん止堤、擁壁の築造 等）

◆ 坑廃水処理事業

・坑廃水処理施設の設置

・坑廃水の中和処理

◆農用地土壌汚染対策

・たい積物及び坑廃水の流出に伴う汚染

農用地の復元
（上乗客土、排土客土、反転 等）

・地目変換（宅地、工場等に転換）
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３．金属鉱業等鉱害対策特別措置法

◆昭和４８年（１９７３年）に制定

◆目的：金属鉱業等の閉山後の鉱害防止の措

置を計画的、かつ、確実な（永続的な）

実施を図ること

◆内容

●鉱害防止事業の実施に関する基本方針

●鉱害防止積立金制度

●鉱害防止事業基金制度

●指定鉱害防止事業機関
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●鉱害防止事業の実施に関する基本方針

◆経済産業大臣の制定・公表
- 環境大臣への協議
- 中央鉱山保安協議会の意見聴取

◆基本方針で定める内容
- 鉱害防止事業の実施の時期と事業量、鉱害防止
事業の計画的な実施を図るため必要な事項

◆現行の基本方針
- 実施期間：平成１５年度～平成２４年度

8



●鉱害防止積立金制度

金属鉱山等の採掘権者等は、施設（坑道及び集積場）の使用終了後
に実施する鉱害防止事業に必要な費用を、あらかじめ（鉱山の操業中に）
鉱害防止積立金として、積み立てることが義務づけられている。

分割積立が可能

積立金の取戻し

利息の支払い

積立金

・法律による義務

【積み立てしない場合】

鉱業の停止命令

鉱山会社（採掘権者等） ＪＯＧＭＥＣ

鉱害防止積立金

・独立した経理区分
（勘定）で管理

運用益

※鉱害防止積立金の積立状況（平成１７年３月末現在）

積立金累計額：５０億円、取戻累計額：２６億円、積立金管理額：２４億円 9



●鉱害防止事業基金制度

金属鉱山等の採掘権者等は、鉱害防止事業を実施した後においても、
坑廃水処理を実施しなければならない特定施設ごとに、当該鉱害防止業務
を永続的に実施するために必要な費用の拠出が義務づけられている。

国及び
地方公共団体

運用益

一部補助金

鉱山会社（採掘権者等）

拠出金

・法律による義務

【拠出しない場合】

強制徴収

鉱害防止事業基金

・独立した経理区分

（勘定）で管理

・基金の元本の取崩し
は不可

休廃止鉱山における恒久

的な坑廃水処理の実施

ＪＯＧＭＥＣ

指定鉱害防止事業機関

５年又は６年間の
分割拠出

※鉱害防止事業基金に拠出した又は拠出中の鉱山数：２２鉱山

鉱害防止事業基金管理額：４７億円（平成１７年３月末現在） 10



●指定鉱害防止事業機関

◆ 指定機関は、鉱害防止事業基金の運用収入により
採掘権者等に代わり、坑廃水処理事業を実施する

◆ 指定機関は、業務規程（経済大臣の認可事項）に

より鉱害防止業務を実施する

◆ 指定機関が鉱害防止業務を実施している範囲内に

おいて、採掘権者等には鉱山保安法の規定は適用
しない

◆指定機関：財団法人資源環境センター
- 平成４年１２月に設立
- 現在、２１鉱山で坑廃水処理事業を実施中
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法の概要

目的 （第１条）
金属鉱業等による
鉱害を防止し、もっ
て国民の健康の保
護と生活環境の保
全に寄与すること

指定特定施設（２条）

鉱害防止事業の実施
に関する基本方針の
策定 （４条）

鉱害防止資金積立制度（７条）

鉱害防止事業基金制度（１２条）

指定鉱害防止事業機関制度（１６条～３２条）

指定特定施設の指定（経済大臣） （２条⑥）

報告の聴取及び立入検査（３６条）
（経済大臣、経済局長、監督部長等）

聴聞（３７条）

罰則（４０～４６条）

経済産業大臣（公表） （４条④）
環境大臣（協議） （４条③）

中央鉱山保安協議会（意見）
（４条③）

鉱害防止事業計画の届出 （５条①）
（採掘権者等→監督部長）

鉱害防止事業計画の変更命令 （５条③④又は⑤）
（監督部長→採掘権者等）

国による必要な資金の確保 （６条）

積立金の積立て（採掘権者等→JOGMEC） （７条①②）
積立金の管理（JOGMEC） （７条③）
積立金の算定と通知（監督部長→採掘権者等） （７条④）
積立金への利息の付加（JOGMEC→採掘権者等） （８条）
積立金の取戻し （９条）

拠出金の鉱害防止事業基金への拠出（採掘権者等） （１２条①）
拠出金の算定と通知（監督部長→採掘権者等） （１２条②）
指定鉱害防止事業機関による鉱害防止業務の実施 （１３条①）
鉱害防止業務費の支払い（JOGMEC→指定機関） （１３条③）

鉱害防止業務の範囲内での指定特定施設に係る鉱山
保安法の適用除外 （１３条④）

指定の申請（申請者→経済大臣） （１６条）
鉱害防止業務の実施義務 （１９条）
事業計画等の認可（経済大臣→指定機関） （２３条①）
適合命令等（経済大臣→指定機関） （２７条①）
指定の取消し等（経済大臣→指定機関） （２８条）
JOGMEC等による鉱害防止業務の実施 （３０条）

採掘権者等は、使用中の特定施設について鉱
害防止に必要な資金をJOGMECに積み立てる

採掘権者等は指定特定施設の鉱害防止に
必要な基金をJOGMECに設けられた鉱害防
止基金へ拠出する

鉱害防止事業基金の運用収入により指定
鉱害防止事業機関が採掘権者等に代り鉱
害防止業務を実施する

注）
特定施設＝金属
鉱業等の用に供
される坑道及び
集積場

金属鉱物等＝金、
銀、銅、鉛、亜鉛、
硫黄、ほたる石
等の計２０種

JOGMEC＝石油天然
ガス・金属鉱物資源
機構
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４．休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金制度

◆地方公共団体及び鉱害防止義務者（鉱業権者等）
が行う鉱害防止事業に対して補助金の交付を実施

◆昭和４６年度に創設

◆補助対象工事
①義務者不存在分

鉱害防止義務者が不存在又は無資力の休廃止鉱山について、地
方公共団体が実施するたい積場の覆土・植栽、坑口の閉そく、坑廃水
処理等の事業に対して補助金を交付

②義務者存在分
鉱害防止義務者が存在する休廃止鉱山について、鉱害防止義務

者が実施する坑廃水処理事業のうち、原因行為のない汚染分（自然
汚染、他者汚染）の処理費用に対して補助金を交付

13



休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金のスキーム

●義務者不存在分
＜実施主体＞

休廃止鉱山地方公共団体国
補助金３／４ 鉱害防止

事業実施

● 義務者存在分
休廃止鉱山

国

地方公共団体

＜実施主体＞
補助金３／４

坑廃水処理
事業者

坑廃水処理
事業実施

自然汚染
他者汚染

自己汚染補助金１／４

※平成１７年度予算額： ２，２２０ 百万円

義務者不存在分 １，５７７ 百万円
義務者存在分 ６４３ 百万円

：補助対象
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最近の予算額の推移
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※亜炭鉱放置鉱口閉そく工事費を除く
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５．改正鉱山保安法の概要
（１） 鉱山保安を巡る状況の変化

1964年 → 2004年

○ 鉱山数 1／4 (   2,451 → 635 )
うち石炭鉱山 1／20 (     295 → 14 )

○ 鉱山労働者数 1／20 ( 283,959 → 14,242 )

○ 災害発生件数 1／940 (  49,628 → 53 )

○ り災者数 1／1,320 (  49,990 → 38 )

◆ 災害事由として、落盤など鉱山特有なものも残っているが、多

くは鉱山労働者の不注意による墜落、転倒、機器の取扱中の事
故であり、他産業でも見られるもの

◆ 直近５年間の災害の発生状況を見ると、鉱山の８割が無災害

◆ 災害率の改善状況は、昭和５０年代に入り鈍化し、昭和６０年

代以降現在まで、ほぼ横ばいが続いており、更に保安を向上さ
せるためには新たな手法が必要 16



（２） 法律改正のポイント

坑内掘り石炭鉱山の大幅な減少や保安水準の向上など
鉱山保安を巡る状況変化を踏まえ、

◆リスク・マネジメント手法の導入

－鉱業権者が行う保安上の危険の把握とこれに対する対策の実
施・見直し（リスク・マネジメント）を促し、鉱山に応じた
適切かつ確実に保安を確保させるための制度を新たに導入

◆一律・事前の規制の大幅な整理・合理化
－事前規制から事後規制へ
鉱山坑内用品検定制度、保安技術職員国家試験制度の廃止

◆規制の大括り化、性能規定化

－災害の発生防止の観点から、詳細に規制を追加してきた鉱山
保安規則（省令）を、実態に即して大括り化し規制の実効性
を高める
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（３） 改正鉱山保安法の規制体系

鉱業権者

鉱業権者による鉱山の現況及び保安上の危険の調査

保安対策の改善

対策の見直し

保安対策の実施

保安上の危険の把握・対策の立案

原
子
力
安
全
・保
安
院

履行担保措置：

国への申告制度

罰則

改善命令

鉱業停止命令

保安統括者等の解任

違反事業者の公表等

鉱
山
労
働
者

保安上参考となる事例の
提供

立入検査・報告徴収

施設・機械等に係る保安確保

導入する施設・機械等の技術基準

への適合義務、鉱業権者による施

設の使用前検査、定期検査。

保安確保のための体制等

保安上の危険を把握して、

鉱業権者自らが管理体制、

保安教育等を設計・実施。

継続的
に実施

代
表
者

協力
協議
勧告

①国による機械等の検定の廃止

②施設の工事計画に係る認可を届出に変更、

国による落成検査及び性能検査を廃止 等

①保安技術管理者等多段階の

保安管理体制を簡素化

②鉱山特有の国家試験の廃止等

調査の義務付け

届出のあった保安規程の
審査・変更命令

反映

技術基準省令

技術指針

情報提供

申出

リスク・マネジメント

保安規程

保
安
統
括
者
（
保
安
責
任
者
）

Ｐ

Ａ

Ｃ

Ｄ
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